
参考資料１

一般会計予算 （単位：千円）

法人全体収入内訳

法人全体・拠点区分・サービス区分支出内訳（予備費及び拠点区分・サービス区分間の資金移動を除いた経費を記載）

生活福祉資金貸付､あんしんセンター運営

善意銀行､社会福祉基金

介護保険訪問介護

障がい者訪問介護､同行援護及び移動支援

　前期末支払資金残高 34,173 40,143

　　合　計　 267,048 264,812

　その他の活動による収入 1,401 0

　積立預金取崩収入 0 5,261

　受取利息配当金収入 48 45

　その他の収入 1,071 1,112

　介護保険事業収入 30,441 30,207

　障害福祉サービス等事業収入 24,086 23,418

　事業収入 6,695 6,724

　経常経費補助金収入
74,532 71,229

　(市補助金､共同募金配分金等)

　受託金収入 81,921 73,993

10,000 10,000

　寄付金収入 1,325 1,325

事業の概要

平成31年度 平成30年度
比較増減 前年比

予算額 予算額

267,048 264,812 2,236 0.8%

（単位：千円）

勘定科目（収入） 31年度 30年度

　会費収入

　貸付事業収入 1,355 1,355

会計名 拠点区分 サービス区分 平成31年度予算 平成30年度予算

法人運営､事務所維持管理､役職員給与等

地域福祉推進事業 17,155 16,298

法人全体

一般事業

法人管理事業 66,493 70,267

団体助成､遊具等修繕､ボランティア講座､ボランティア
センター運営､交通遺児激励､ひとり親家庭援護､罹災者
世帯援護､紙おむつ支給､桜まつり開催､法人後見、成年
後見利用支援､やすらぎサービス､緊急援護資金

伊勢原市受託事業 83,528 75,467

やまどり号運行､ふれあいミニデイ､成年後見・権利擁護
推進センター､地域包括支援センター､老人福祉センター
管理･運営､趣味の教室､養育支援家事援助ヘルパー派遣､
ひとり親家庭ヘルパー派遣

認知症サポートヘルパー､障がい児･者ふれあい交流､広
報等発行､地域福祉活動計画策定･推進

年末たすけあい配分事業 10,763

（単位：千円）

介護報酬等
事業

訪問介護事業 23,456 24,317

障害者総合支援事業 27,011 25,080

7,520

神奈川県社協受託事業 6,252 6,210

寄付金受配事業 2,024 2,015

共同募金
配分事業

赤い羽根募金配分事業 5,560 4,439

小地域活動推進､年末たすけあい援護､福祉人材育成等

伊勢原市社会福祉協議会 2019(平成31)年度予算の概要

共に支え合い、一人ひとりを大切にするまちづくり
近年、ひとり暮らし世帯や高齢者のみの世帯の増加、高齢者と独身の子のいわゆる「８０５０」世帯、ひとり親世帯等の増加に伴って、社会的孤立

や引きこもり、生活困窮、老老介護、虐待、ごみ屋敷、孤独死など、様々な「生活課題」が地域に出現しています。

また、家族機能の低下や地域社会のつながりの希薄化等により、従来の制度やサービスでは対応しきれない、複合的な「生活課題」も増加していま

す。

その様な中で、国はこれからの日本のあるべき姿として「地域共生社会の実現」を掲げ、あらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活

躍できる地域コミュニティを育成し、公的な福祉サービスと協働して、助け合いながら暮らすことのできる「地域共生社会」を目指しています。

本会としては、住民が地域づくりの主体となり、地域福祉を推進していくための行動計画として、平成３０年度からを計画期間とした「第４次伊勢

原市地域福祉活動計画」（平成３０年度～平成３４年度）を策定しています。

制度や福祉サービスの充実だけでなく、これまで以上に身近な地域住民による見守りや助け合い活動、福祉ニーズの発見、把握、災害時の対応など

の住民主体の活動を推進するために、引き続き、自治会、民生委員児童委員協議会、ボランティア・ＮＰＯ団体、社会福祉法人、福祉施設等、地域の

各種団体等と協働し、地域のつながり、共に支え合う地域社会づくりを推進します。

① 福祉人材の育成
深刻な介護人材の不足に対応するため、介護職員初任者研修を開催し、福祉

サービスを担う人材の育成を行います。

参加しやすい環境整備の一環として、受講料の軽減措置及び受講対象者の拡

充を行います。

② 成年後見・権利擁護推進の利用促進
認知症高齢者や障がい者などの権利擁護を推進するため、家庭裁判所、弁護

士等との連携により、成年後見制度等の相談及び普及・啓発等を行います。

市長申立支援としての申立書類（原案）作成について、対象者を拡充します。

また、同じ市民の立場で、きめ細かな支援を行う新たな担い手として期待さ

れている、市民後見人の養成（第２期）を行うとともに、既に、成年後見人と

して活動している市民後見人の活動支援を行います。

③ 支え合い見守り活動の推進
①南部地域包括支援センター事業

生活支援体制整備事業の一環として、新たに、第２層生活支援コーディネー

タ－を配置し、第２層生活支援協議体の運営を行い、地域の元気な高齢者の参

加や多様な主体参画を得て、地域の支え合いを推進します。

②小地域活動推進事業

地域住民により実施されているサロン活動の支援を行います。

また、増加している外国人居住者の、新たな交流機会の提供を目的として、

関係団体との協働により、外国人向けサロン活動を実施し、孤立の防止や災害

時支援における顔の見える関係づくりに努めます。

また、高齢者、障がい者、児童を地域で見守る活動を推進するために、自治

会単位や小学校区等での新たな活動の立ち上げを目指します。

④ 組織の基盤強化及び自主財源の確保
今年度は６月に役員改選を迎えます。新たな役員体制の下、関係機関、関係

団体、地域住民と協働し、地域福祉の普及・啓発に努めます。

また、自主財源の確保に向けて、引き続き役職員一丸となって取り組みます。


